
講師：辻田 清之 氏

※オンライン受講／

　kazu0taka841963@jcom.zaq.ne.jp
お申し込みはメールでお願いいたします。

ZOOMによるオンライン配信（１１月８日（火）申込締切り）

参加費／2,000円（事前振込）1１月８日（火）申込締切り
※申込後、振込先をご連絡します。1１月１５日（火）までにお振込みをお願いします。

第２部／ 懇親会　（中止とさせていただきます。）

オンライン受講を希望される方は、１１月８日（火）までに必ずメールでお申込ください。頂いたメールに受講料（￥2,000）の振込先をお送り

します。１１月１５日（火）までにお振込みをお願いします。振込手数料はご負担願います。お振込み利用明細書をもって領収書とさせて頂きま

す。受講料の入金確認をもって正式申込とさせていただきます。入金確認後にZOOMの招待URLとレジュメをメールでお送りします。

【内容】令和３年に改正された民法（2019,2021）に絡めて相続登記の義務化、消える遺産分割、放棄しても逃れられない、

何をどうすればよいのか？また、共有制度が大きく改正されました。所有者不明土地解消に向けて実家が都会の方ももちろん、

実家が地方の方は特に、意外に目を向けていないポイントなどについても触れたいと思います。

【プロフィール】司法書士（大阪司法書士会所属）、櫻司法書士法人代表、相続アドバイザー協議会理事、趣味農家、FP。外資系企業に就

職、１年半ほどでやめてしまい放浪のち司法書士。その後７年ほど事務所で修行のち独立。１０年ほど前から相続に取り組み様々なコンサルティ

ングを行っています。司法書士という業界にとらわれず、士業だけでなく必要なすべての職種の皆さんと横断的に業務を行っていくことが得意です。実

家の相続で親が大変な思いをしたことをきっかけに相続に真剣に取り組むようになりました。趣味、トライアスロン（ロング）、サーフィン、お酒

日  時／

危険‼ 相続不動産の放置⁉

※オンライン受講のみとさせていただきます。

18:30~20:30令和４年１１月１８日（金）

オンライン接続／１８時～

　講　　　義　／１８時３０分～２０時００分

質　疑　応　答／２０時００分～２０時３０分

第１部／ 講義：

～共有制度の見直しを含め、対応と対策とは？～

相続不動産ついて

オンライン
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必須

第１７５回【相続寺子屋】参加申込書

一般
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